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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 公 衆 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 １ の 情 報 が 事 前 に 設 定 さ  
れ 、 か つ 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 ２ の 情 報 が 既  
知 で は な い 無 線 通 信 装 置 か ら 、 前 記 第 １ の 情 報 の 更 新 の 要 求 を 受 信 す る 受 信 部 と 、
　 前 記 無 線 通 信 装 置 か ら の 前 記 要 求 に 応 じ て 、 前 記 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る  
サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 前 記 第 ２ の 情 報 を 前 記 第 １ の 情 報 に 付 加 し た 第 ３ の 情 報 を 生 成  
す る 付 加 処 理 部 と 、
　 前 記 無 線 通 信 装 置 へ 前 記 第 １ の 情 報 を 前 記 第 ３ の 情 報 に 更 新 す る 指 示 を 送 信 す る 送 信 部  
と 、
　 を 備 え る 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 送 信 部 は 、
　 前 記 指 示 を 含 む Ｎ Ａ Ｓ （ Ｎ ｏ ｎ － Ａ ｃ ｃ ｅ ｓ ｓ   Ｓ ｔ ｒ ａ ｔ ｕ ｍ ） メ ッ セ ー ジ を 前 記 無  
線 通 信 装 置 へ 送 信 す る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 付 加 処 理 部 は 、
　 前 記 無 線 通 信 装 置 の 位 置 に 係 る 情 報 に 基 づ い て 特 定 さ れ た 前 記 第 ２ の 情 報 を 前 記 第 １ の  
情 報 に 付 加 し た 前 記 第 ３ の 情 報 を 生 成 す る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 受 信 部 は 、
　 前 記 無 線 通 信 装 置 の 前 記 位 置 に 係 る 情 報 を 含 む 前 記 要 求 を 受 信 し 、
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　 前 記 付 加 処 理 部 は 、
　 前 記 受 信 部 に よ り 受 信 さ れ た 前 記 位 置 に 係 る 情 報 に 基 づ い て 特 定 さ れ た 前 記 第 ２ の 情 報  
を 前 記 第 １ の 情 報 に 付 加 し た 前 記 第 ３ の 情 報 を 生 成 す る
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 受 信 部 は 、
　 前 記 無 線 通 信 装 置 以 外 の 他 の 装 置 に よ り 測 定 さ れ た 前 記 無 線 通 信 装 置 の 位 置 に 係 る 情 報  
を 受 信 し 、
　 前 記 付 加 処 理 部 は 、
　 前 記 他 の 装 置 に よ り 測 定 さ れ た 前 記 位 置 に 係 る 情 報 に 基 づ い て 特 定 さ れ た 前 記 第 ２ の 情  
報 を 前 記 第 １ の 情 報 に 付 加 し た 前 記 第 ３ の 情 報 を 生 成 す る
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 受 信 部 は 、
　 前 記 指 示 に 応 じ て 更 新 さ れ た 前 記 第 ３ の 情 報 に 含 ま れ る 前 記 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス  
が 提 供 す る １ つ 以 上 の サ ー ビ ス の 中 か ら 、 １ つ の サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 前 記 第 ２ の 情  
報 の 中 か ら 特 定 さ れ た １ つ の サ ー ビ ス に 対 応 す る 情 報 を 含 む 登 録 要 求 を 前 記 無 線 通 信 装 置  
か ら 受 信 す る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 受 信 部 は 、
　 登 録 が 許 可 さ れ た 前 記 １ つ の サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 前 記 情 報 を 含 む セ ッ シ ョ ン の 確  
立 要 求 を 前 記 無 線 通 信 装 置 か ら 受 信 し 、
　 前 記 送 信 部 は 、
　 前 記 公 衆 無 線 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る 第 １ の 基 地 局 装 置 を 介 し た セ ッ シ ョ ン を 確 立 し た  
前 記 無 線 通 信 装 置 に 対 し て 、 前 記 第 １ の 基 地 局 装 置 か ら 、 前 記 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス  
を 提 供 す る 第 ２ の 基 地 局 装 置 へ の ハ ン ド オ ー バ ー を 指 示 す る
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 受 信 部 は 、
　 登 録 が 許 可 さ れ た 前 記 １ つ の サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 前 記 情 報 を 含 む セ ッ シ ョ ン の 確  
立 要 求 を 前 記 無 線 通 信 装 置 か ら 受 信 し 、
　 前 記 送 信 部 は 、
　 前 記 公 衆 無 線 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る 第 １ の 基 地 局 装 置 を 介 し た セ ッ シ ョ ン を 確 立 し た  
前 記 無 線 通 信 装 置 に 対 し て 、 マ ス タ ー セ ル グ ル ー プ と な る 前 記 第 １ の 基 地 局 装 置 に 加 え て  
、 前 記 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る 第 ２ の 基 地 局 装 置 を セ カ ン ダ リ ー セ ル グ ル ー  
プ と し た デ ュ ア ル コ ネ ク テ ィ ビ テ ィ 確 立 の 処 理 を 指 示 す る
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 送 信 部 は 、
　 前 記 登 録 要 求 へ の 応 答 と し て 、 前 記 第 ２ の 情 報 の 中 か ら 特 定 さ れ た 前 記 １ つ の サ ー ビ ス  
に 対 応 す る 周 波 数 に 係 る セ ル 再 選 択 の た め の パ ラ メ ー タ の 更 新 の 指 示 を 送 信 す る 、
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 管 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 公 衆 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 １ の 情 報 が 事 前 に 設 定 さ  
れ 、 か つ 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 ２ の 情 報 が 既  
知 で は な い 無 線 通 信 装 置 か ら 、 前 記 第 １ の 情 報 の 更 新 の 要 求 を 無 線 通 信 装 置 か ら 受 信 す る  
こ と と 、
　 前 記 無 線 通 信 装 置 か ら の 前 記 要 求 に 応 じ て 、 前 記 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る  
サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 前 記 第 ２ の 情 報 を 前 記 第 １ の 情 報 に 付 加 し た 第 ３ の 情 報 を 生 成  
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す る 付 加 処 理 部 と 、
　 前 記 無 線 通 信 装 置 へ 前 記 第 １ の 情 報 を 前 記 第 ３ の 情 報 に 更 新 す る 指 示 を 送 信 す る こ と と  
、
　 を 含 む 管 理 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 公 衆 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 １ の 情 報 が 事 前 に 設 定 さ  
れ 、 か つ 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 ２ の 情 報 が 既  
知 で は な い 条 件 に お い て 、 前 記 第 １ の 情 報 の 更 新 の 要 求 を 、 外 部 装 置 に 対 し て 行 う 要 求 部  
と 、
　 前 記 外 部 装 置 か ら 、 設 定 さ れ て い る 前 記 第 １ の 情 報 を 、 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提  
供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 ２ の 情 報 を 前 記 第 １ の 情 報 に 付 加 し た 第 ３ の 情 報 に 更  
新 す る 指 示 を 受 信 す る 送 受 信 部 と 、
　 を 備 え 、
　 前 記 第 ３ の 情 報 を 用 い て 前 記 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 す る 無 線  
通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 無 線 通 信 装 置 の 位 置 を 検 出 す る 検 出 部 、
　 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 要 求 部 は 、
　 前 記 検 出 部 に よ り 検 出 さ れ た 前 記 位 置 に 係 る 情 報 を 含 む 前 記 要 求 を 前 記 外 部 装 置 に 送 信  
す る
　 請 求 項 １ １ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 前 記 第 １ の 情 報 の 更 新 を 要 求 す る 第 １ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー  
ジ を 生 成 す る 生 成 部 、
　 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 第 １ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー ジ は 、 前 記 検 出 部 が 検 出 し た 位 置 に 係 る 情 報 を 含 む 、
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 契 約 情 報 に 係 る プ ロ フ ァ イ ル を 管 理 す る Ｕ Ｓ Ｉ Ｍ （ Ｕ ｎ ｉ ｖ ｅ ｒ ｓ ａ ｌ   Ｓ ｕ ｂ ｓ ｃ ｒ  
ｉ ｂ ｅ ｒ   Ｉ ｄ ｅ ｎ ｔ ｉ ｔ ｙ   Ｍ ｏ ｄ ｕ ｌ ｅ ） 管 理 部 、
　 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 Ｕ Ｓ Ｉ Ｍ 管 理 部 は 、
　 公 衆 無 線 通 信 事 業 者 の 契 約 情 報 に 係 る プ ロ フ ァ イ ル を 格 納 し 、
　 前 記 送 受 信 部 は 、
　 前 記 公 衆 無 線 通 信 事 業 者 の 契 約 情 報 に 係 る プ ロ フ ァ イ ル に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の Ｎ Ａ Ｓ  
メ ッ セ ー ジ を 前 記 公 衆 無 線 通 信 事 業 者 の ネ ッ ト ワ ー ク に 送 信 し て 、 第 ２ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー  
ジ を 受 信 し 、
　 前 記 第 ２ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー ジ に は 、 前 記 位 置 に 係 る 情 報 が 特 定 す る 位 置 を 含 む エ リ ア で  
局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る Ｎ Ｐ Ｎ （ Ｎ ｏ ｎ － Ｐ ｕ ｂ ｌ ｉ ｃ   Ｎ ｅ ｔ ｗ ｏ ｒ ｋ ）  
事 業 者 が 提 供 す る １ つ 以 上 の サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 前 記 第 ２ の 情 報 が 前 記 第 １ の 情 報  
に 付 加 さ れ た 前 記 第 ３ の 情 報 が 含 ま れ る 、
　 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 情 報 を 設 定 す る 設 定 部 、
　 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 設 定 部 は 、
　 前 記 第 １ の 情 報 を 前 記 第 ３ の 情 報 に 更 新 す る 指 示 を 含 む 前 記 第 ２ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー ジ の  
受 信 に 応 じ て 、 前 記 第 １ の 情 報 に 代 え て 前 記 第 ３ の 情 報 を 設 定 す る 、
　 請 求 項 １ ４ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
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【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 送 受 信 部 は 、
　 前 記 Ｎ Ｐ Ｎ 事 業 者 が 提 供 す る １ つ 以 上 の サ ー ビ ス の 中 か ら 、 １ つ の サ ー ビ ス を 特 定 し 、  
特 定 し た １ つ の サ ー ビ ス を 識 別 す る 情 報 を 含 む 登 録 要 求 の た め の 第 ３ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー ジ  
を 前 記 公 衆 無 線 通 信 事 業 者 の ネ ッ ト ワ ー ク に 送 信 し て 、 そ の 応 答 と し て 第 ４ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ  
セ ー ジ を 受 信 し 、
　 前 記 第 ４ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー ジ に は 、 前 記 Ｎ Ｐ Ｎ 事 業 者 が 提 供 す る １ つ 以 上 の サ ー ビ ス の  
中 か ら 、 特 定 し た 前 記 １ つ の サ ー ビ ス へ の 登 録 を 許 可 す る 旨 の 情 報 が 含 ま れ る
　 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 １ つ の サ ー ビ ス へ の 登 録 を 許 可 す る 旨 の 前 記 情 報 は 、 Ｃ Ａ Ｇ （ Ｃ ｌ ｏ ｓ ｅ ｄ   Ａ ｃ  
ｃ ｅ ｓ ｓ   Ｇ ｒ ｏ ｕ ｐ ） に 係 る 情 報 を 含 み 、
　 前 記 Ｎ Ｐ Ｎ 事 業 者 の ネ ッ ト ワ ー ク に 属 す る 第 ２ の 基 地 局 装 置 は 、 前 記 Ｃ Ａ Ｇ に 対 応 す る  
セ ル で あ り 、
　 前 記 送 受 信 部 は 、
　 前 記 Ｎ Ｐ Ｎ 事 業 者 が 提 供 す る １ つ 以 上 の サ ー ビ ス の 中 か ら 、 登 録 を 許 可 さ れ た 前 記 １ つ  
の サ ー ビ ス を 識 別 す る 情 報 を 含 む Ｐ Ｄ Ｕ （ Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ   Ｄ ａ ｔ ａ   Ｕ ｎ ｉ ｔ ） セ ッ  
シ ョ ン の 確 立 を 要 求 す る た め の 第 ５ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー ジ を 前 記 公 衆 無 線 通 信 事 業 者 の ネ ッ  
ト ワ ー ク に 属 す る 第 １ の 基 地 局 装 置 を 介 し て 送 信 し 、 前 記 第 ２ の 基 地 局 装 置 へ の ハ ン ド オ  
ー バ ー の 指 示 を 当 該 第 １ の 基 地 局 装 置 か ら 受 信 す る 、
　 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 １ つ の サ ー ビ ス へ の 登 録 を 許 可 す る 旨 の 前 記 情 報 は 、 Ｃ Ａ Ｇ に 係 る 情 報 を 含 み 、
　 前 記 Ｎ Ｐ Ｎ 事 業 者 の ネ ッ ト ワ ー ク に 属 す る 第 ２ の 基 地 局 装 置 は 、 前 記 Ｃ Ａ Ｇ に 対 応 す る  
セ ル で あ り 、
　 前 記 送 受 信 部 は 、
　 前 記 Ｎ Ｐ Ｎ 事 業 者 が 提 供 す る １ つ 以 上 の サ ー ビ ス の 中 か ら 、 登 録 を 許 可 さ れ た 前 記 １ つ  
の サ ー ビ ス を 識 別 す る 情 報 を 含 む Ｐ Ｄ Ｕ セ ッ シ ョ ン の 確 立 を 要 求 す る た め の 第 ５ の Ｎ Ａ Ｓ  
メ ッ セ ー ジ を 前 記 公 衆 無 線 通 信 事 業 者 の ネ ッ ト ワ ー ク に 属 す る 第 １ の 基 地 局 装 置 を 介 し て  
送 信 す る と 、 マ ス タ ー セ ル グ ル ー プ と な る 前 記 第 １ の 基 地 局 装 置 に 加 え て 、 前 記 第 ２ の 基  
地 局 装 置 を セ カ ン ダ リ ー セ ル グ ル ー プ と し た デ ュ ア ル コ ネ ク テ ィ ビ テ ィ 確 立 の 処 理 の 指 示  
を 前 記 第 １ の 基 地 局 装 置 か ら 受 信 す る
　 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 送 受 信 部 は 、
　 前 記 第 ５ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー ジ に 対 す る 応 答 と し て 第 ６ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー ジ を 受 信 し 、 当  
該 第 ６ の Ｎ Ａ Ｓ メ ッ セ ー ジ に は 、 前 記 第 ２ の 基 地 局 装 置 を 介 し た 確 立 さ れ た Ｐ Ｄ Ｕ セ ッ シ  
ョ ン を 識 別 す る 情 報 が 含 ま れ る
　 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 公 衆 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 １ の 情 報 が 事 前 に 設 定 さ  
れ 、 か つ 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提 供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 ２ の 情 報 が 既  
知 で は な い 条 件 に お い て 、 前 記 第 １ の 情 報 の 更 新 の 要 求 を 、 外 部 装 置 に 対 し て 行 う こ と と  
、
　 前 記 外 部 装 置 か ら 、 設 定 さ れ て い る 前 記 第 １ の 情 報 を 、 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス が 提  
供 す る サ ー ビ ス を 選 択 す る た め の 第 ２ の 情 報 を 前 記 第 １ の 情 報 に 付 加 し た 第 ３ の 情 報 に 更  
新 す る 指 示 を 受 信 す る こ と と 、
　 前 記 第 ３ の 情 報 を 用 い て 前 記 局 所 的 な 無 線 通 信 サ ー ビ ス の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 す る こ と  
と 、
　 を 含 む 無 線 通 信 方 法 。
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